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背景と趣旨
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背景と趣旨
（ノルウェー、透明な世界から日本の将来、そして計画制度を考える）

• 土木学会 会長特別委員会BP策定時の宿題
⇒ノルウェーには長期計画があり、財源を明示してるらしい！

• 大規模プロジェクトの計画（フェリーフリーなど）が進行中
⇒大規模プロジェクトだけではないらしい

• 市民参加が進んでいるので合意形成できるのか？
⇒あるいは、計画体系がしっかりしているから？ なぜ進んでいる？

• 透明性が高いことが本質か？
⇒決める前の透明性の高さ！（決めた後では遅い）
⇒核心は、立場の透明性ということかもしれない！

• 他に何が本質なのだろうか？ 日本が考えるべきことは？
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持続可能な社会（あるべき究極の目標）

快適な環境に暮らす（個性ある地域を創る条件）

共生による取り組み

自然 包摂産業地域文化

豊かな自然環
境に恵まれる

伝統・文化に
触れられる

強靭で自律的
な地域に暮ら
せる

地域のイノ
ベーション
に関われる

国際・観光を
含む多様な交
流に関われる

ありたい未来の姿
持続可能な社会を目指し、誰もが、どこでも、安心して、
快適に暮らし続けることができるWell-being社会

共生によって、これらを継承・形成・推進・発展できる

安心して暮らす（社会から提供される基本条件）

安全 教育雇用 福祉医療

日本中どこでも、
災害などで突然
生命・財産を失
うことがない

生まれ育った場所に
よらず、なりたい自
分になるための教育
が受けられる

住んでいる場
所によらず、
最新の医療が
受けられる

仕事に就き基
本的な生活を
支える所得が
得られる

子育てに困
ることのな
い支援を得
られる

4Beyondコロナの日本創生と土木のビッグピクチャー、 土木学会、2022より

丸善、２０２３．３出版

国家（特に政府）の役割

国民の協力、協働が必要

Beyondコロナの日本創生と土木のビッグピクチャー(2022.6)

における「ありたい未来の姿」
「分散・共生型の国土形成」、「共生
によるWell-beingの更なる向上」、
「長期計画（財源、参加）の制度化」
によって「リスク分散型社会」の形成
に努める



Floating Bridge

Source: SVV提供資料より

-タワーの高さ：約220m
-橋の長さ：約5500m
-ディープテンションアンカー： -550m
材料、鋼鉄 110000 トン、コンクリート 35000 m
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BjornafjordenのE39橋梁
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BjornafjordenのE39橋梁建設地の方向を展望（調査団一同）



ノルウェーの民主化のレベル
• 世銀のレポート（Vice and Accountability）では常にトップランク
（100％）にある

• 国民の政府に対する信頼は高い（ただし政治家に対する信頼は高くない）

• 民主主義（選挙型、参加型、討議型、自由型、平等型）の各型式に対する内
部評価が行われ、参加民主主義について未だ課題があるとしている。

Worldwide Governance Indicators 2021, World Bank
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Analysis of the state of Norwegian democracy

August 17, 2023

（KDDが委託してオスロ大学で実施）
Source: NTP2025-2036より

ノルウェーの将来人口（2050年までの変化）
赤は5%-15%の増加、濃赤は15%以上の増加



ノルウェーにおける市民参加の歴史

• 市民参加のルーツは1814年のノルウェー独立時の憲法

憲法 第100条：「報道の自由は守られるべきである。*いかなる内容の文章であれ、それを印刷
させたり公表させたりしたことについて、何人も罰せられることはない。国家委員会やその他の
テーマに関する自由な発言は許される。」

＊故意に、かつ明白に、自ら示したり、他人を扇動して、法律への不服従、宗教、道徳、憲法上の権力の侮蔑、その命令への抵抗、誰かに対
する虚偽の中傷的な告発をしたりした場合を除く
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• 2004年に改正された憲法第100条（抜粋）

・表現の自由は、あるものとする。

・すべて人は、国の行政その他いかなる事項についても、率直な意見を述べる自由がある。

・すべて人は、国および地方自治体の文書にアクセスする権利を有する。

・国の当局は、開かれた啓蒙的な公論を促進する条件を整えなければならない。



国家交通計画NTP2025-2036（2024.3.22閣議決定)
・新しい政権(2021)による方向性は緊縮財政(less money)のため、既存インフラの維持管理、防
災・防衛力強化に資するインフラの強靭化、鉄道のサービス強化、各機関の組織強化などを重視

NTPの予算規模は維持（大規模事業は２０％強の縮小）
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高速自転車道路の計画的な整備（NTPによる制度化）
高速道路と共に自転車道路を建設することがルール化されている国（赤いライン）

Source: SVV提供資料より 10

スタバンゲルの自転車高速道路（開通区間）

E１８プロジェクト（オスロの西）



都市成長協定による財源パッケー
ジの仕組み（NTPによる制度化）
• NTPの政策との整合：交通需要の増加を公共交通、自
転車、歩行者ですべて担う（Zero Growth Target)

• 国、県、市のフラットな協定：承認には国会と地方議会
それぞれの承認が必要でパートナーシップ体の設置

• 市町村計画との整合性：都市成長協定の内容は市町
村計画と相互に整合

• 公共交通運営費：ベルゲンの財源パッケージでは道路
通行料収入を公共交通運営費に充当（約30%を充
当）

• インフラ整備対象：ＬＲＴ整備、高速自転車道整備など
促進

• その他の財源パッケージ：オスロパッケージ、小都市の
都市パッケージ、他都市の通行料パッケージなど
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国
（交通・通信省）

県あるいは地域
（フィルケ11）

市町村
（コムーネ356）

国
公共道路庁（SVV) 、他の交通運営機関

公聴会

プランプログラムの採択(市議会）

計画発議
プランプログラムの提案

影響評価付の計画原案

計画決定（市議会）

公聴会

外部品質保証（KS1）

KVUの実施決定

KVUの実施＊

事業化

外部品質保証（KS2） 計画決定（市議会）

ゾーニング計画の提案

計画発議

計画プロセスの公表

公聴会

異議申し立てがあった場合、自治体の
調整が不調なら、計画決定後に地方
自治・近代化省に送付、同省が最終決
定(PBA.S5-6）

サブプラン（地区、分野）

規制計画(影響小）

2021.6 国会審議・関連投票
（特定事業の優先や予算確保等）

各機関へ協議可能案の提示

2019.1計画発議

各運輸機関への意見提出要
請および調整会議（複数回）

国家交通計画2018-2029

交通省による公聴会
（意見提出）

2021.3 白書国会提出・
閣議決定

国会委員会での公聴会

国
（国会）

国
（地方自治・近代化省）

公聴会

プランプログラムの採択（市議会）

計画発議
プランプログラムの提案

影響評価付の計画原案

計画決定（市議会）

公聴会

規制計画（影響大）

国家の期待(2019､2023）
(PBA.S6-1)

地域計画戦略市町村計画戦略

国家交通計画（前期6年事業）
の優先順位付けと事業化

【自治体の計画に関して】

【全国の交通計画プロジェクトに関して】

【特定プロジェクト】

【都市内外を問わず、特定プロジェクトに対して】

図-1 ノルウェーの都市交通計画の体系図（202405版）

4年ごとに地域計画戦略、地域計画等に対する要請を公表）

都市成長協定のスキーム提案

2024.3 白書国会提出・
閣議決定）

重要事業に対してサブプラン、規制計
画の策定・採択権限を国（自治省）が
引継ぎ、決定する。当該決定に対しては
不服申し立ては不可(PBA.S6-4）

コンセプト選定調査
および外部品質保証

分野別地域計画
（交通計画等）

市町村計画
（基本計画） 

基礎

基礎

国会による各年予算承認

主要自治体とのインプット会
議の開催

各種技術検討の結果

各機関から優先順位の提案

各分野の事業優先順位を交通省に
提案（鉄道庁、道路庁、新道路会社、
鉄道会社、海事庁、航空庁）

国（公共道路庁、地方自治省）・県・市間の乗用車ゼロ成長に向けた協定（UGA)の締結
都市部を対象とした都市・交通パッケージ（公共交通、自転車・歩行者）、予算確約、道路料金収入の活用

国会によるUGA承認

計画ガイドライン
（PBA.S6-2)

推奨案選定(交通省が実施）

色は上段の各
主体を表現

道路事業に係るサブプラン、
規制計画案の作成、計画
プロセスのSVVによる実行

国家交通計画2022-2033

2027.3 白書国会提出・
閣議決定

国家交通計画2025-2036

道路・鉄道の維持管理、防災・防
衛力の強化、組織体制の強化等

早期の意見公表

早期の意見公表

NTP前期の事業も各年承認が必要

複数自治体に関わ
る案件についての
調整機能（Fylke）

都市成長協定

県と市の自治体計画

計画、スキーム

法定行為

【凡例】

非法定行為

：責任主体から行為を及ぼす側への矢印

コンサルタント
研究機関等

：法的関係以外の関係を表す矢印

：法律に基づく計画間の関係性

＊ 自治体の参加、公衆意見聴取等の実施

公衆参加を伴
う法定計画

プランプログラムプランプログラム

【特定の都市域において】

【自治体のマスタープラン】

【小規模プロジェクト】
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国家交通計画
（水谷誠）

計画制度
（柳川）

評価
（宮川）

公衆参加
（水谷香織）



総括
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総括（日本への示唆を意識して）

• 非法定と法定の計画の組合わせ（計画体系）

⇒非法定計画による制度設計が可能（財源は議会承認が必要）

高速自転車道計画や都市成長協定などの仕組みを非法定（NTP)で創設

それらを法定計画（市町村計画など）に組み入れさせる点はユニーク！

• 各主体の立場の透明性（計画・事業主体）

⇒早期の意見表明が情報公開とともに異議申し立て等を減らす考え

賛否の立場すら公表されるなかでオープンに検討が続く点はユニーク！

• 手続き法と憲法による参加の根拠（手続き、PI）

⇒憲法が積極的な情報公開の根拠（手続法はEU共通のレベル）

プランプログラム（計画手続きを始める前の事前合意形成）はユニーク！

• 計画体系における多彩な評価機会（評価制度）

⇒プロジェクト概念の形成段階の評価、構想段階の評価、事業前の評価など多様

それらに加えて、NTPにおけるプロジェクト評価が4年ごとに実行されることはユニーク！
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おわりに

「決める前の透明性の高さ」が多くの先進国の特徴

⇒日本の行政等の現状は、未だ「決めた後の透明性」に留まるケース有

「立場の透明性の高さ」はノルウェーのユニークさにみえる

⇒日本の行政等の現状は、協議が整わないと公表しないのが常識

（各組織の担当が抱え込み、無言状態が長期化しがちでは。。。）

⇒国民や社会から「未来に向けた仕事の見える化」が重要ではないか？

（社会的合意形成、財源確保、人材確保・育成、新たな政策展開など）
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参考
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【コミュニケーションプロセスについて】

（１）複数の機関による継続的なコミュニケーションの実施

（２）ハイレベルの透明性と情報提供の確保

・計画づくりの途上での「極めて高いレベルの透明性確保」が核心である。

⇒プロジェクトへの反対者（自治体など）、便益の低さ（マイナスの純現在価値が数値として、どの
資料にも自然体で示される）、コスト削減の必要性（この観点が事業者側には重視され、強調され
る）、その他の課題などが、計画の途上で様々な機会に文章として公開される。

・市民や国民がNTPの策定プロセスに参加する機会は実際には少ないが、これには透明性の高さ
が関係していると思われる。

⇒一方、サブプラン（代替案の検討）、規制計画（都市計画決定）段階では、後述するように参加が
法律上も重視され、プランプログラムでは公衆参加の方法を事前検討するプロセスがおかれる。

（３）政治関与のオープンプロセス化
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Point 1



【各機関・組織の役割などについて】

（４）各組織の役割、責任分担の明確さ

・NTPの策定段階で、交通省から各機関に対して、優先順位の提案だけではなく、技術開発や技
術提案などを正式に求め、その回答を公表しつつ、それらにも配慮して計画としてまとめる手順に
なっている。

⇒このことで、内部検討が公表され、個々の機関の役割が明確化でき、各機関が国民から一定の
信頼と理解を得ることに役立っていると推察できる。

・Fylkeは単体で国の道路事業のローン保証をしていること、各市町村の意見を取りまとめて国に
対応していることなどが分かった（E39ストートオスでは一部の自治体が反対するなかで地域として
F案を地域の案として国に示した）。

・国の道路プロジェクトの計画づくりにおいて、サブプランの策定・採択の権限を国が引継ぎ、実
際には計画案をほぼ常に道路庁が策定することが分かった。

（５）規制計画決定における地方と国の役割
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Point 2



【計画体系について】

（６）計画体系の明確さ（透明さ）

・NTPの位置づけは①ロングリストとしての役割、②予算承認は別途各年の国会審議で必要、③
長期計画の事業について時間をかけて国家として合意する手段、といったものである。

・ＮＴＰと市町村計画（計画建築法に基づく計画）との間には、法制度上の関係ないが、実質的に
は両者が関連づけられ、優先順位付けや予算採択、事業実施のために用いられている（地方が要
望する事業などでは、ＮＴＰとの関係から地方自治体にサブプランや規制計画の策定が促される）。
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【計画体系について】

（７）プランニングプロセスの法制化レベルの幅

・NTPのプランニングプロセスは法制化されていないが、交通省の外の意見を早い段階から十分に
取り入れることで、その後の円滑な地域との合意形成、国会における決定、予算採択による事業化、
に活かそうとしていることが読み取れる。

・概念検討段階は、道路庁による道路計画検討の初期段階に位置付けられ、この技術検討結果を
踏まえて、自治体計画、NTPへの位置づけなどが行われることになる。この検討（技術検討に属する
が、計画づくりの一部と言えないことはない）は、法律に基づくものではない。

⇒他方、計画建築法に基づく自治体計画の計画プロセスは明快に規定されていて、その理念に基
づき住民参加の手続きも行われている。
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Point 4



【計画体系について】

（８）プランプログラムのユニークさとその義務化

・他国（北欧他国の確認は必要）にはほぼないプランプログラムの制度とその実情を理解できた。
プランプログラム段階では、計画開始にあたって、計画代替案の概要を示すと同時に、その後行わ
れる参加型計画のプロセスを公表して、それをPIの後に決定する

⇒似た制度は米国の上位計画である地域交通計画の策定時の規定などにはある。なお、自転車道
整備のような簡易なプロジェクトでは必要とされていないとのこと。

（９）自治体による国や隣接自治体等への異議申し立てのシステム化

（１０）事業の財源、予算について
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Point  5
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